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医療機関のホームページ上の不適切な表現等への対応について

平素 より、医療行政の推進に格別の御高配いただき、厚 く御礼 申し上げます。

医療機 関のホームページ上の不適切な表現等に対 しては、従前 より適切な措置

を講ずるよう消費者委員会等か ら求め られてお りますが、このような状況等 を踏

まえ、先般、「医療機 関のホームページの内容の適切 なあ り方 に関す る指針 (医

療機 関ホームペー ジガイ ドライ ン)に ついて (依頼 )」 (平成 24年 9月 28日 付 け

医政発0928第 1号厚生労働省 医政局長通知)を発出 した ところです。

しか しなが ら、第 106回 消費者委員会 (平成 24年 12月 4日 )で、依然 として、

美容医療サー ビスを実施 している医療機関のホームページに不適切な表現が見受

けられ ることか ら、医療機関ホームページガイ ドラインの実効性 を速やかに検証

・評価すべきとの指摘があ りま した。

つきま しては、医療機 関ホームページガイ ドライ ンの実効性をよ り高めるため、

貴職 におかれま しては、特に美容医療サー ビスを実施 している所管の医療機 関の

ホームページについて重点的かつ積極的に点検 していただ くとともに、医療機関

ホームページガイ ドライ ンを遵守 していない事例については行政指導を実施 して

いただきます よ うお願いいた します。

なお、点検及び行政指導の結果につきま しては、改善の有無にかかわ らず、当

分の間、毎月 10日 (土 日祝 日の場合は翌営業 日)ま でに厚生労働省医政局総務

課 あて御報告 くださいます よ う、併せてお願いいた します。

また、美容医療サー ビスを行 う関係 団体に対 しては、「医療機 関のホームペー

ジ上の不適切 な表現等への 自主的な取組 について」 (平成 25年 1月 15日 付 け医政

総発0115第 2号厚生労働省医政局総務課長通知)を発出 してお りますので、御参

考までにお知 らせいた します。
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